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公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収
及
び
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第

五
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
高
等
学
校
等
に
お
け
る
教
育
に
係
る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
り
、
も
っ
て
教
育
の
機
会
均
等
に
寄
与
す
る

た
め
、
公
立
高
等
学
校
の
授
業
料
を
不
徴
収
と
す
る
と
と
も
に
、
私
立
高
等
学
校
等
の
生
徒
等
に
対
し
て
高
等
学
校
等
就
学
支

援
金
を
支
給
し
、
授
業
料
の
一
部
を
助
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
定
義

１

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
高
等
学
校
等
」
と
は
、
高
等
学
校
（
専
攻
科
及
び
別
科
を
除
く
。
）
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期

課
程
（
専
攻
科
及
び
別
科
を
除
く
。
）
、
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
、
高
等
専
門
学
校
（
第
一
学
年
か
ら
第
三
学
年
ま
で

に
限
る
。
）
並
び
に
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
（
高
等
学
校
の
課
程
に
類
す
る
課
程
を
置
く
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令

で
定
め
る
も
の
に
限
り
、
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
以
外
の
教
育
施
設
で
学
校
教
育
に
類
す
る
教
育
を
行
う

も
の
の
う
ち
当
該
教
育
を
行
う
に
つ
き
同
法
以
外
の
法
律
に
特
別
の
規
定
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
高
等
学
校
の
課
程
に

類
す
る
課
程
を
置
く
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
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２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
公
立
高
等
学
校
」
と
は
、
地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課

程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
私
立
高
等
学
校
等
」
と
は
、
公
立
高
等
学
校
以
外
の
高
等
学
校
等
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
、
公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収

１

公
立
高
等
学
校
に
つ
い
て
は
、
授
業
料
を
徴
収
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
授
業
料
を
徴
収
し
な
い
こ
と
が

公
立
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
に
要
す
る
経
費
に
係
る
生
徒
間
の
負
担
の
公
平
の
観
点
か
ら
相
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る

特
別
の
事
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

国
は
、
公
立
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
公
立
高
等
学
校
基
礎
授
業
料
月
額
を
基
礎
と
し
て
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を
地
方
公
共
団
体
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
、
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給

１

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
（
以
下
「
就
学
支
援
金
」
と
い
う
。
）
は
、
私
立
高
等
学
校
等
に
在
学
す
る
生
徒
等
で
日
本

国
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
対
し
、
当
該
私
立
高
等
学
校
等
に
お
け
る
就
学
に
つ
い
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

１
に
規
定
す
る
者
が
、
就
学
支
援
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
在
学
す
る
私
立
高
等
学
校
等
の
設
置
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者
を
通
じ
て
、
都
道
府
県
知
事
等
に
対
し
、
就
学
支
援
金
の
支
給
を
受
け
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
定
を
申

請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

就
学
支
援
金
は
、
２
の
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
給
権
者
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
初
日
に
お
い
て
当
該
認
定
に
係

る
私
立
高
等
学
校
等
（
以
下
「
支
給
対
象
高
等
学
校
等
」
と
い
う
。
）
に
在
学
す
る
月
に
つ
い
て
、
月
を
単
位
と
し
て
支

給
さ
れ
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
一
月
に
つ
き
、
授
業
料
の
月
額
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
が
政
令
で
定
め
る
支
給
限

度
額
を
超
え
る
場
合
は
支
給
限
度
額
）
と
す
る
と
と
も
に
、
保
護
者
等
の
収
入
の
状
況
に
照
ら
し
て
特
に
当
該
保
護
者
等

の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
に
は
、
支
給
限
度
額
に
政
令
で
定
め
る
額
を
加
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

４

３
の
支
給
限
度
額
は
、
公
立
高
等
学
校
基
礎
授
業
料
月
額
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

５

都
道
府
県
知
事
等
は
、
受
給
権
者
に
対
し
、
就
学
支
援
金
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

６

支
給
対
象
高
等
学
校
等
の
設
置
者
は
、
受
給
権
者
に
代
わ
っ
て
就
学
支
援
金
を
受
領
し
、
そ
の
有
す
る
当
該
受
給
権
者

の
授
業
料
に
係
る
債
権
の
弁
済
に
充
て
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

７

国
は
、
就
学
支
援
金
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
全
額
に
相
当
す
る
金
額
を
都
道
府
県
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

四
、
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
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な
お
、
本
法
律
案
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、

こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結

果
に
応
じ
て
所
要
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。


